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○坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付要綱  

平成23年３月31日要綱第107号 

改正 

平成24年２月29日要綱第50号 

平成25年３月１日要綱第15号 

平成26年９月16日要綱第46号 

平成28年４月１日要綱第55号 

令和３年３月30日要綱第11号 

令和５年４月１日要綱第35号 

令和７年４月１日要綱第 号 

令和８年４月１日要綱第 号 

坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，地震に対する住宅の耐震性の向上を図り，市民の安全を確保するため，市内

にある住宅の耐震対策をする者に対し，市が交付する坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金（以

下「補助金」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「住宅」とは，併用住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面

積の２分の１未満のものをいう。）を含み，一戸建てまたは長屋建ての住宅をいう。ただし，枠

組壁工法，丸太組工法および建設大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。 

２ この要綱において「耐震対策」とは，住宅の耐震診断，耐震改修工事，簡易耐震改修および耐

震シェルター設置工事をいう。 

３ この要綱において「耐震診断」とは，次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者

（建築士の資格を有し，別表第１に定める講習を受講した者または建築士法（昭和25年法律第202

号）第10条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士をいう。）が行う住宅の地震に対する

安全性の評価(ＺＥＨ水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準（令和４年１０月２８

日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁

量等の基準（案）を含む。）に基づく検証を含む。）をいう。 

(１) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第３章第８節に規定する構造計算によるもの 

(２) 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年度国土交通
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省告示第184号。以下「基本方針」という。）別添第一に示す計算によるもの 

(３) 前２号に掲げるもののほかこれらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの 

４ この要綱において，「耐震改修工事」とは，次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅

の地震に対する安全性の向上を目的として，原則として，県内に営業所を有する事業者が施工す

る補強または改修の工事をいう。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第19条および第20条の規定に適合するように行われる

もの 

(２) 基本方針別添第二に示すもの 

(３) 前２号に掲げるもののほかこれらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの 

５ この要綱において，「簡易耐震改修工事」とは，耐震診断を行った結果，上部構造評点が0.7

未満と判断されたものについて，上部構造評点が0.7以上1.0未満と判断されるように耐震性を高

める工事をいう。ただし，原則として県内に主たる営業所を有する事業者が施工する補強または

改修工事に限る。 

６ この要綱において，「耐震シェルター設置等工事」とは，耐震診断により，構造耐力上主要な

部分の地震に対する安全性が，地震の震動および衝撃に対して倒壊し，もしくは崩壊する危険性

が高いと評価されたもの，または危険性があると評価されたものについて，地震による住宅の倒

壊等から生命を守るための装置（耐震シェルターおよび耐震ベッドをいう。）で香川県知事の認

めるものを設置する工事をいう。 

７ この要綱において，「耐震改修工事等」とは，耐震改修工事，簡易耐震改修工事および耐震シ

ェルター等設置工事をいう。 

８ この要綱において，「省エネ基準」とは，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。 

９ この要綱において，「ＺＥＨ水準」とは，強化外皮基準（住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第３条の２第１項に規定する評価方法基準における断熱等性能等

級５以上の基準（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。））を満たし，かつ，再生可

能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から２０％削減となる省エネ

性能の水準をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅は，次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

(１) 昭和56年５月31日以前に着工されていること。 
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(２) 市内の存する住宅であり，耐震対策を行った後も，主たる居住の場として利用されること。

ただし，市長が認める場合は，この限りでない。 

(３) 耐震改修工事については，耐震診断により，構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

が，地震の震動および衝撃に対して倒壊し，もしくは崩壊する危険性が高いと評価され，また

は倒壊する危険性があると評価されていること。 

(４) 補助金の交付申請の時点において，建築基準法第９条の規定に基づく特定行政庁からの措

置が命じられていないなど，同法の規定に基づく重大な違反がないこと。 

(５) 耐震改修工事については，この要綱に基づき耐震改修工事等を過去に行っていないこと。 

(６) 簡易耐震改修工事については，木造の住宅に限るものとすること。 

(７) 耐震診断については，この要綱に基づき耐震診断を過去に行っていないこと。 

(８) 耐震改修工事等については，この要綱に基づき耐震改修工事等を過去に行っていないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は，次の要件を満たすものでなければならない。 

(１) 住宅の所有者または住宅の所有者から承諾を得た者であること。ただし，市長が認める場

合は，この限りでない。 

(２) 市税を完納していること。 

（補助の対象および補助金の額等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，耐震対策を行う場

合の１敷地ごとにそれぞれに要する経費（耐震改修工事等には実施設計費用を含む。）とする。 

２ 補助金の額は，次の各号に掲げる区分に応じて，当該各号に定める額を予算の範囲内で交付す

る。ただし，当該交付額に100円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

(１) 耐震診断 補助対象経費から2,000円を減じて得た額と113,000円を比較して、いずれか少

ない額 

(２) 耐震改修工事 補助対象経費または1,150,000円のいずれか少ない額 

(３) 簡易耐震改修工事 補助対象経費または575,000円のいずれか少ない額 

(４) 耐震シェルター等設置工事 補助対象経費または230,000円のいずれか少ない額 

３ 補助対象経費の額は，確定申告の際に交付申請額に係る消費税相当額を，仕入れに係る消費税

額として税務署に納める消費税額から控除する場合には，当該消費税相当額分を減額した額とす

る。 

（補助金の交付申請） 
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第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，別表第２に掲げる書類

を添えた坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を，当該年度の１月

末日までに，市長に提出しなければならない。 

２ 住宅が共有に係るものである場合は，代表者を申請者とすることができる。 

３ 申請者は，補助金の受領を耐震診断および耐震改修工事等を行った事業者（以下「耐震事業者」

という。）に委任することができる。この場合において，申請者は，第１項の申請書に事業実施

に係る補助金の代理受領の委任状および同意書（様式第１号の２）を添付しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかに内容を審査し，適正であると認

めるときは，坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により，そ

の内容を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の補助金交付決定に，条件を付することができる。 

（補助金の交付の条件） 

第８条 申請者は，補助金交付の目的を達成するため，次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

(１) 補助事業の内容を変更する場合においては，坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付

変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し，その承認を受けること。ただし，軽微な変更

はこの限りでない。 

(２) 補助事業を中止する場合においては，速やかに坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交

付中止承認申請書（様式第４号）を市長に提出し，その承認を受けること。 

(３) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（事業が期日までに完了しない場合等の報告） 

第９条 申請者は，事業が交付申請に付された期日までに完了しない場合は，市長の指示を受けな

ければならない。 

２ 申請者は，事業の遂行が困難になった場合は，速やかに市長に報告し，その指示を受けなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第10条 申請者は，事業を完了したときは，当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日ま

たは当該年度の２月末日のいずれか早い日までに，別表第３に掲げる書類を添えた坂出市民間住

宅耐震対策支援事業完了実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 
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（額の確定） 

第11条 市長は，前条の完了実績報告書の提出があった場合はその内容を審査し，必要に応じて現

地調査を行い，報告に係る事業の成果が交付決定の内容およびこれに付した条件に適合している

と認めるときは，補助金の額を確定し，坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付額確定通知

書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は，前項の通知を受けたときは，速やかに坂出市民間住宅耐震対策支援事業補助金交付

請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

３ 申請者が，補助金の請求をするに当たり，その受領を耐震事業者に委任する場合には，前項の

請求書に，確定通知を受けた補助金の代理請求および代理受領委任状（様式第10号）を添付しな

ければならない。 

（補助金の交付） 

第12条 市長は，前条第１項の規定による額の確定後，同条第２項の請求があった場合に，申請者

に補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第13条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金交付決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(２) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。 

(３) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

(４) 補助金の交付決定の前に，事業に着手したとき。ただし，事業採択後に実施設計に着手し

た場合は，この限りでない。 

(５) この要綱およびこの要綱の規定に基づく市長の指示または命令に違反したとき。 

(６) 補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき。 

(７) 補助事業の遂行が困難となったとき。 

（補助金の返還） 

第14条 市長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，既に補助金が交

付されているときは，期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（書類の保管） 

第15条 申請者は，補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳，

書類その他必要となる図書を整備し，これらを５年間保存しておかなければならない。 
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（立入検査等） 

第16条 市長は，補助金にかかる予算の執行の適正を期するため必要があるときは，申請者に対し

て報告を求め，または当該職員にその物件を検査させ，もしくは質問させることができる。 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は，平成23年４月１日から施行する。 

２ 坂出市既存木造住宅耐震診断補助金交付要綱（平成22年坂出市要綱第８号）は，廃止する。 

付 則（平成24年２月29日要綱第50号） 

この要綱は，平成24年４月１日から施行する。 

付 則（平成25年３月１日要綱第15号） 

この要綱は，平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年９月16日要綱第46号） 

この要綱は，平成26年９月16日から施行する。 

付 則（平成28年４月１日要綱第55号） 

この要綱は，平成28年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月30日要綱第11号） 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年４月１日要綱第35号） 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

付 則（令和７年４月１日要綱第  号） 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

付 則（令和８年４月１日要綱第  号） 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

耐震診断技術者に求められる講習 

(１) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち，木造住宅に係る

耐震診断資格者または，耐震改修技術者養成のための講習 
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(２) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習 

(３) その他香川県知事が認める講習 

別表第２（第６条関係） 

申請時に必要な書類 

区分 書類 

耐震診断 １ 住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載されたもの）※建築年が

昭和56年の場合，住宅の登記事項証明書，その他住宅の建築年月が確認でき

る書類を添付すること。 

２ 完納証明書 

３ 所有者以外の者による申請の場合は，所有者の承諾書 

４ 既存住宅に係る設計図書 

(１) 付近見取図 

(２) 配置図および各階平面図 

(３) その他耐震診断の内容が確認できるもの 

５ 耐震診断に係る見積書の写し 

耐震改修工事等 １ 住宅の固定資産課税台帳登録証明（建築年が記載されたもの）※建築年が

昭和56年の場合，住宅の登記事項証明書その他住宅の建築年月が確認できる

書類を添付すること。 

２ 完納証明書 

３ 所有者以外の者による申請の場合は，所有者の承諾書 

４ 既存住宅耐震改修工事等に係る設計図書 

(１) 付近見取図 

(２) 配置図および各階平面図 

(３) その他耐震診断の内容が確認できるもの 

(４) 補強計画時の構造評価がわかる計算書（耐震診断者が行ったもの） 

(５) 基本方針別添第２に示す計算を行ったものは，耐震改修工事等に係る

構造詳細図 

(６) その他耐震改修工事等内容が確認できる図書 

※Ｎ値計算書を想定 
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５ 耐震診断報告書（様式第８号） 

６ 耐震改修工事等に係る見積書の写し 

７ 建築基準法第６条および第６条の２の規定に基づく建築確認済証の写し

（建築確認が必要な場合に限る） 

※本要綱に係る耐震診断の補助を受けた者は，上記1,2,4(１)，５は省略する

ことができる。 

別表第３（第10条関係） 

完了時に必要な書類 

区分 書類 

耐震診断 １ 坂出市民間住宅耐震対策支援事業耐震診断報告書（様式第８号） 

２ 配置図および各階平面図（建築基準法施行規則第１条の３の表１に掲げる

事項） 

３ 耐震診断に係る業務委託約契約書の写し 

４ 耐震診断に要した費用の領収書の写し 

５ 調査等の状況写真（２～３枚程度） 

耐震改修工事等 １ 坂出市民間住宅耐震対策支援事業耐震改修工事等結果報告書（耐震診断技

術者が行ったもの）（様式第９号） 

２ 耐震改修工事等に係る請負契約書の写し（耐震シェルター等設置工事を除

く。） 

３ 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し（代理受領の場合は，耐震改

修工事等に要した費用から交付決定金額を差し引いた金額の領収書） 

４ 補強または改修工事等の施工写真（改修前後が判明できる写真）および必

要に応じて出荷証明書等工事関係書類 

５ 交付申請時における改修場所，工法等に変更がある場合は，それらが分か

る平面図等 

６ 建築基準法第７条および第７条の２の規定に基づく検査済証の写し（建築

確認を受けた建築物に限る。） 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第１号の２（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第10条関係） 
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様式第６号（第11条関係） 
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様式第７号（第11条関係） 
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様式第８号（第10条関係） 
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様式第９号（第10条関係） 
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様式第10号（第11条関係） 

 

 


